
衣浦港３号地埋立問題シンポジュウム                                      20050910 

産業廃棄物処理の在り方と将来を考える 
 

１．法の定義―廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカ

リ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染さ

れた物を除く。）をいう。  
２  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。  
３  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の

健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。  
４  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。  
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その

他政令で定める廃棄物  
第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。  
２  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、

物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあら

かじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係

る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合

においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。  
３  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公

共団体の施策に協力しなければならない。  
 第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般

廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつ

ては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。 
第五条の五  都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な

処理に関する計画（以下「廃棄物処理計画」という。）を定めなければならない。  
 
２．３号地の埋立計画は？ 
  産業界、市町村からの要望というが。 
① 公共関与最終処分場の意味－「安全な広域処分場を整備・運営していくには、今までの実績からも

第三セクター方式が最も望ましいと考えている」－今後、民間から第３セクターへ誘導するのか？

新舞子のアッセックの遮水シート破損が公表されなかったのは？ 
②「法」に明記されている「減量」への取り組みは？ 
  需要追随型では「減量」は出来ない。－藤前干潟埋立中止の教訓。 
③事業者は、法に定められたことを実践しているのか？ 
④後を絶たない「産廃の不法投棄」はなぜおきるのか？ 
⑤衣浦を含む伊勢湾の水質への影響は？ 
⑥埋立て後の利用は？ 


